
社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって

（追加意見）

平成10年12月8日

中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会

社会福祉基礎構造改革の目的は、21世紀において

国民の期待に応えることのできる社会福祉の共通的

な基盤を作り上げることにある。その基本は、本年

6月の「中間まとめ」に示したとおり、個人が家庭

や地域において人としての尊厳をもってその人らし

い生活ができることを保障することにあり、そのた

めに個人に対して社会連帯の考え方に立った支援を

行うことが、これからの社会福祉の理念となる。

その実現に向け、従来のような限られた者の保護

・救済にとどまらず、国民全体の生活の安定を支え

るにふさわしい社会福祉の新たな枠組みを作り上げ

ていく必要がある。そのため、個人の権利や選択を

尊重した制度の確立、利用者支援の仕組みや適正な

競争などを通じた質の高い福祉サービスの拡充、地

域での総合的な支援が行われる体制の構築を目指

し、基礎構造の改革、強化を因って行くことが必要

である。

今般、改革の具体的内容に関するこれまでの検討

状況について、厚生省から概略別添のとおりの報告

があった。厚生省においては、各種の関係団体と数

度にわたり意見交換を行うとともに各地のシンポジ

ウムに参加するなど、広く関係者の意見を聴取しっ

つ、「中間まとめ」の指摘に沿った検討が進められ

ている。今後、基本的にはこの方向に沿って、関係

審議会等の意見を十分聴きながら社会福祉事業法等

の改正法案の作成等を進められたい。その際には、

特に下記の点について配慮する必要がある。

なお、「中間まとめ」の公表後、関係者の間で、
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この改革が利用者負担の増大など公的責任の後退を

招くのではないかとの懸念が少なからず表明されて

いるが、我々の目指す改革の方向は、「中間まとめ」

にもあるように国及び地方公共団体には社会福祉を

増進する責務があることを当然の前提としつつ、利

用者の視点から福祉制度の再構築を行おうとするも

のである。この改革においては、国及び地方公共団

体は、それぞれの役割に応じ、利用料助成やサービ

ス供給体制の基盤整備などを通じて国民に対する福

祉サービス確保のための公的責任を果たすことにな

っており、この改革の趣旨について、関係者に十分

周知しながら、検討を進める必要がある。

また、この改革を進めるに当たっては、具体的な

実施に当たる地方公共団体等の実施体制や財源確保

に支障が生じないよう十分配慮する必要がある。

記

1　利用者の立場に立った福祉制度の構築

○利用者本位の考え方に立った新しい制度について

は、それぞれのサービスの特性にふさわしい仕組．

みになるよう、関係各審議会等において十分な検

討が行われることを期待するものであること。

○利用者本位の利用制度への転換に伴って導入され

る、権利擁護、サービスの質の確保、情報開示な

ど利用者のサービス利用を支援するための仕組み
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については、効果的かつ適切な運用が行われるも

のとすること。

〇事業者に対する措置費から利用者に対する利用料

助成への変更に当たっては・利用者の負担能力に

対する十分な配慮を行うとともに・利用者の選択

権が保障される助成の仕組み白とすること。なお・

この場合、事業者にとっても確実な事業運営が可

能となるよう配慮すること。

○利用者の選択が実際に確保ざれるよう、利用しや

すい手続きとするとともに、多様なサービスが提

供されるよう、施設等の供給体制の整備を促進す

ること。

〇利用者及び事業者の双方か納牌できる解決策を円

滑に見いだせるよう、すでに行われている地域で

の自主的な取組みも活かしながら・サービスの特

性に対応した中立的な第三者の関与する適切な苦

情解決の仕組みとすること。

○新たな利用制度などの構築に当たっては・介護保

険制度など関連諸制度との整合性を図ること。

2　社会福祉事業の推進

○多様な需要に応える多様な立体の参入を促進する

〔別添〕

ための環境整備を進める必要がある。その際・利

用者保護の観点から、それぞれの事業ごとに・そ

れぞれの主体の性格に応じ、サービスの質・事業の

継続性・安定性の確保などを十分考慮すること。

○社会福祉事業運営の効率化を進めるに当たって

は、サービスの質及び人材の確保などの面で適

切な事業運営に支障を招かないように十分配慮

すること。

〇一般の社会福祉法人のほか・公立施設の経営委託

を受けている社会福祉事業団についても、その活

性化のための見直しを行うこと。

3　地域福祉の充実

〇都道府県及び市町村が策定する地域福祉計画にお

いては、個別計画との整合性、保健・医療・介護

分野との連携を図ること。計画の策定に当たって

は、住民本位のまちづくりや幅広い地域住民の参

画の視点を持つこと。

○民生委員・児童委員制度の見直しにおいては・主

任児童委員制度の積極的活用を含め、児童委員と

しての機能の強化を図ること。

検討状況の報告（まとめ）

平成10年12月8日

厚　生　省

本報告は、中間まとめを踏まえ・現時点において想定される具体的な制度改革の骨格（試案）

の概要を示すものであって・厚生省としての最終案ではない。従って今後・細部にわたる検討

過程で変更があり得るものである。
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1サービスの利用制度

（1）契約による利用制度への転換

契約による利用制度への転換により、利用者

の選択や権利性が確保され、事業者の創意工夫

を活かした経営が可能となる。

契約による利用制度 措置制度

1 市町村等の立場 ‡　　　．・．一．．ニー．．」

措置の実施者契約による利用制度の

管理者

（基盤整備、利用料助成）

2　 サー ビス利用の決定 ；　　　　　　　．」

市町村が独 自に決定．■・ー■■－．．，－．■ニー・■■．ニー．■．・ニー．ニー■．．．ー．ニー・ー■ニーニー－．ー一．－■　利用者 と事業者の合意

3　 費用負担 ；　　　ニー．■」

市町村利用者

［市町村が利用者負担を

除く部分を助成 （市町

村の助成に対しては、

国及び都道府県が一定

割合を補助）］

4　 公費負担形式 i　　　　　J

措置委託費

（事業者補助）

〇使途制限あり（委託費）

助成金 （利用者補助）

○市町村が利用者ごとに給

付額を決定

○事業者が代理受領

○使途制限なし （報酬）

○サービス内容 に応 じた ○定員規模等により区分

一律単価 された単価

○供給主体の体制等に応

じた加算制度あ り

5　 利用者負担 ‡

費用徴収自己負担

（簡素化された所得段階 （応能負担、 0 円～全額）

別定額負担）

6　 事業者 ；　　　ヨ

委託事業者指定車業者

7　 不服審査 ：

措置決定、解除、停止、申請却下決定、助成取消、

・給付内容に対して可能 変更処分に対して可能

※利用制度になじまない制度については、措置制度を存続

する。
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◎社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって（追加意見）

（2）利用制度における手続きの流れ（典型的な例）

希望する指定
車業者への利

用申込み

助成決定の
申請

〇利用に当たり、利用料の公費助

成を受けようとする場合、市町
村から受給要件の確認・助成決

定を受ける。

助　成　決　定

〇市町村による申請の受理
i

★

〇各種相談所等の意見
≡■

＋

〇市町村による受給要件の確認．
助成決定

＊サービスによっては個別援助計

画の作成（任意）

サービスの
提供、利用

○利用者と指定車業者の問で、利

用契約
1

＋

○サービスの提供、利用
上

〇指定事業者への利用料の支払い

（自己負担部分）

サービス費用
の助成

○市町村から利用者へ自己負担部
分以外のサービス費用を助成

（指定事業者が代理受領）



（3）利用者支援に関する仕組みの充実・強化

契約による利用に伴い、本人の適切な選択に

よるサービス利用を支援するため、権利擁護、

苦情解決、サービス評価、事業の透明性の確保

の仕組みを充実・強化する。

契約による利用制度 措置制度

　　　　　　　　 ■1 選択の支援、権利 ：

〇在宅介護支援センター＼

　　　　 u鱒護　　 」
仁）地方公共団体の情報提

供を義務づけ

㊤在宅介護支援センダー、
障害者生活支援事業等 障害者生活支援事業等

③契約の適正化
（標準的な契約例の策定、
虚偽 ．誇大広告の禁止

等の基本原則の明定）
④地域福祉権利擁護制度

（仮称）を社会福祉事
業に位置づけ

①成年後見制度
2　 苦情解決の仕組み 」

〇行政監査

①施設内での苦情解決
（第三者の立会 いによる
話 し合い）

②第三者機関の設置

（調査、改善方策の話 し
合い）

（力行政監査の重点化、効
率化
（定期監査、随時監査）

3　 サービスの質の向 ‡

〇施設サービスの最低基
　　　　 口

上 と評価　 ：
　　　　J①施設サービスの最低基

準、在宅福祉サービス 準、在宅福祉サービス

の指定基準 の指定基準
（サービスの提供過程

の重視）
②第三者評価のための基

準の策定

③第三者評価機関による
評価の実施

4　 事業の透明性の確 ：

○情報公開は任意
　　　　 口保　　　 ：　　　　」①事業者に、事業運営の

理念、サービスの実施
体制、第三者評価の結

果、財務諸表等の公開
を義務づけ

②第三者評価機関による
評価結果の公表を義務

づけ
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2　利用者保護の仕組み

（1）地域福祉権利擁護制度（仮称）の創設

契約による利用制度の下で、自己決定能力の

低下した者のサービス利用を支援するために、

成年後見制度の補完として地域福祉権利擁護制

度（仮称）を設ける。

また、当該事業については、新たに社会福祉

事業として位置づける。

①　対象者

痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等で自

己決定能力が低下していることにより自己の能力

で様々なサービスを適切に利用することが困難な

者。

②　援助の内容

・　地域での生活を営むのに不可欠な福祉サービ

スの利用等を援助するo

・　利用者の参加を得て策定する「自立支援計画」

に基づき、実施主体が利用契約を締結し、個々

の契約内容に基づいた援助を生活支援員（仮称）

が行う。

援助内容の例示

〈福祉サービスの利用援助≫
・情報提供、助言
・手続きの援助

（申込み手続き同行．代行、契約締結）
・福祉サービス利用料の支払い等
・苦情解決制度の利用援助

※なお、実施主体の判断により、利用者の状況
に応じて、日常的金銭管理等を行う。

③　生活支援員（仮称）

社会福祉士、精神保健福祉士等

④　契約締結審査会等

事業の信頼性や安定性を確保し、利用者が安心

して利用できるよう、次の機関を設置する。

の　契約締結審査会

．．．契約内容や本人の意思能力等の確認を行

う。



◎社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって（追加意見）

（イ）運営監視委員会

・‥適正な運営を確保するための監督を行う

第三者的機関

（参考）

〇都道府県社会福祉協議会が実施するものにつ

いて

・平成11年度概算要求額　1，006百方円

・実施期間　　平成11年10月

・実施体制　　利用者の利便性を考慮し、窓口

業務は基幹的な市町村社協で行う。

（2）苦情解決の仕組みの整備

苦情の解決については、できるだけ当事者間

の自主的な話し合いによる解決を促進する観点

から、事業者段階での取組を促すとともに、事

業者段階で解決が困難な事項に関しては、都道

府県段階に設置する中立的な第三者機関におい

て調整する仕組みを整備する。

〈概要≫
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■．‡二。三

3　サービスの賞の確保

サービスの質を確保するため、その考え方を

明確化するとともに、サービス基準の設定や第

三者評価の導入を図る。

（⊃福祉サービスの質の確保に関する方策

（ア）質の確保に関する基本的考え方の明確化

（例）（⊃福祉に関する科学的知見に基づくサービ

スの提供

〇個人需要に着目した支援計画に基づく

サービスの提供

〇定期的なサービスの評価によるサービス

の改善

（イ）サービス基準の設定

（盛り込むべき事項の例）

〇サービスの提供過程（利用者の状況把捉、

個別支援計画の作成など）

○サービスの評価

〇サービス改善のための措置

○サービス提供における専門職の位置づけ

〇外形的基準（施設・設備、人員配置等）

（ウ）第三者によるサービス評価のための基準の設

定

（エ）第三者によるサービス評価の実施

※「福祉サービスの質に関する検討会」において具

体的な検討を行い、平成11年2月までに基本的考

え方を整理する。



4　情報開示・提供体制の整備

契約による利用制度への転換に伴い、事業運

営の透明性の確保、サービス利用者の選択及び

安心感の確保に資するため、

（1）社会福祉法人の業務、財務等に関する情報の

開示の義務づけ

（2）サービス利用者が必要な情報を入手しやすい

情報提供体制の整備

を行う。

（1）社会福祉法人の開示情報の内容（例）

【社会福祉法人関係】

①施設の名称．所在地等　②運営体制（役員等

の状況）　③実施事業の種類　④施設及び設備

の状況　⑤財務諸表等　⑥監事監査事項　等

【事業関係】

①事業経営の理念　②運営状況（釘サービス提

供体制、職員の資格等の状況（むサービス利用

の手続、利用料　⑤第三者評価の状況　等

（2）サービス利用者への情報提供体制（概要）



◎社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって（追加意見）

（1）範囲の見直し

1　社会福祉事業

①追加を検討する事業

社会福祉に対する需要の多様化等に対応し、

サービスの重要性や安定的な事業の普及、育成

の必要性等を勘案して、社会福祉事業への追加

等を行う。

事業名 （仮称） 概　　 要 主　 な　 理　 由

ア． 自己決定能力が低下 してい 〇契約による利用制度の下では、適切な選択 ・契約を支援す

権利擁護のため る者に対 して、無料又は低 ることが必要
の相談援助事業 額な料 金で福祉 サービスの 〇新規事業であ り、早急 に育成する必要

利用援助等 を行 う事業 （⊃自己決定能力の低下 した者が対象であ るので、規制が必要

イ・ 在宅の障害者等に対 し在宅 〇障害者 が在宅サー ビスを円滑に利用す る上でサー ビス情報

障害者地域生活 福祉サービスの利用援助、 の提供や助言、指導等 は不可欠

支援事業 社会資源の活用や社会生活

力を高めるための支援、当

事者相談等 を行 う事業

〇障害者プランに も位置づけ られ、早急 に育成 する必要

ウ． 情報の取得 に困難や制限 を 〇 日常生活上必要 な情報 を入手す ることに困難を伴 う視聴覚

障害者の情報伝 伴 う障害者 に対 し、障害者 障害者等 を支援す る上で不可欠

達を支援す る事 専用の放送番組 の制作等 に 〇対象者 や事業内容 により一般的な情報提供事業 との区別 が

業 より、必要 な情報 の提供等

を行 う事業

可能

＊視聴覚障害者情報提供施設 の対象拡大

（注）　その他精神障害者短期入所事業、社会リハビリテーション事業等についても追加を検討中

②削除を検討する事業

事 業 名 概　　　 要 主　 な　 理　 由

公益質屋を経 公益質屋において、低所得者に ○事業数がごく少ない

営する事業 対し簡易迅速に資金を融資する

事業

（現状）

・全国 5 施設

〇代替的福祉施策の充実

（2）規模要件の緩和

地域におけるきめ細かな活動を推進するため、

入所施設事業以外の事業のうち、小規模でも国民

の福祉の増進に重要と思われる事業については、

規模要件の引き下げを行う。

①考え方

（ア）社会福祉事業についての規模要件は、今後も

維持する。
入所施設事業

それ以外
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（イ）入所施設経営以外の事業であって、規模要件

を緩和する事業については、次の点を考慮し、

緩和する。

・地域におけるきめ細かな活動実績など、地域

福祉の充実に貢献していること

・小規模であっても、社会福祉事業としての安

定性が期待できること



拗

②規模要件を緩和する事業例

事　 業　 名 概　　 要 考 慮 事 項　 と の 関 連

身体障害者授産施設 （適所）

知的障害者授産施設 （適所）

身体障害者、知的障害者又 〇授産事業全般の中で、小規模施設の役割は大 き
は精 神障害者 を適所 させ く、地域における障害者の自立 と社会参加に不可
て、必要な訓練を行い、職
業を与 え、 自活 させる施設

欠の もの となっていること

精神障害者授産施設 （適所） 〇長年継続 して安定的に事業を行 っている施設 もあ
ること

（3）多様な主体の参入促進

利用者に対する多様なサービスを提供するた

めに多様な主体の参入を促進するに当たって

は、事業や主体の性格に配慮しつつ、次q）事項

を考慮して検討を進める。

○経営主体の見直しに当たって考慮すべき点

（ア）社会福祉事業の高い公共性を維持できるこ

と

（イ）福祉専門職を確保しているなど、サービス

の基準を満たすこと

（ウ）福祉サービスの実施については、一定の実

績を有すること

（エ）継続性及び安定性が確保できること

（オ）地域におけるサービスの需給状況を勘案す

る必要があること

2　社会福祉法人制度の活性化

○　社会福祉事業を行うボランティア団体など

が安定的な事業運営を行えるよう、設立要件

を緩和し、社会福祉法人格を取得することを

容易にする。

○　社会福祉法人が期待される役割を積極的に

果たせるよう、事業要件や財務．会計制度な

ど社会福祉法人に対する規制を緩和する。

現　　　 行 見　直　 し　後

1 設立要件 …　　　．」
→ 匝 ］○資産要件

自ヲ芸雷〕 ．一定の事業実績を勘案
して資産要件を緩和
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現　　　 行 見　直　し　後

（⊃規模要件 →［垂画

〔認 諾 業 崇 〕

〇持ち分の禁止

・きめ細かいサービスを

提供する事業で、小規

模でも事業の安定性が

ある場合

・複数の同種の事業を一

体的に行うことにより

一定規模になる場合

→ 維持

（解散時に寄附者に戻らないこと）

2　財務．会計制＿度…

ニー・＿ニー－＿－．ニーニーニー．ニー，ニー」
→桓垂］（⊃委託費についての収支差額

の使途制限

○資金の本部会計、施設会計

利用料（報酬）を、

．施設整備のため¢、）借入

金の返済に充てること

・施設．設備の拡充のた

めの積立金や引当金に

充てること

一芸．
間の移動は原則禁止

○収益事業による収益は、社

．資金の会計問移動の弾

力化

→［垂 ］

会福祉事業にのみ充てること ・公益事業にも充てること

3　情報開示‡

＿ニーニー－＿ニーニーニーニーJ
→ 開示の義務づけ－○自主開示

．法人の業務及び財務等 ．事業運営の理念

．サービスの実施体制

・第三者評価の結果

・財務諸表　 等
4 ■助成の仕組み；

ニー＿ニー－＿ー．ニー＿ニー．－＿＿．－＿ー

→　維持○税制上の特例

○社会福祉施設整備費補助 →　維持

※委託費の使途制限の緩和についても要検討



◎社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって（追加意見）

3　サービス供給の確保

社会福祉施設の整備を促進するため、社会福

祉法人や地方自治体が社会福祉施設のための用

地や建物を取得する場合の様々な規制について

緩和等を行う。

現　　　 行 見　 直　 し　 後

　　　 u
1 用 地 確 保 ：

　　」
m －・既 設 法 人か 適 所 施 設 を整ニー■ニー・・－・－．．一．－．一．ニー，－

○ 大 都 市 の み民 間 か らの 貸借

可 能

○ 公 有 地 の活 用

僻 す る場 合 は 、 貸 借 可 能

とす る

→ 社 会 福 祉 法 人 に貸 与 目的

で 用 地 を 取 得 す る場 合 に

地 方 債 の 特 例 措 置

（平 成 10、 11年 度 ）

　　　　　　 u
2　 施設 整 備 の 費 用 負 担 ：

　　　　ニー＿ －」
ー．自己 負 担 部 分 に つ い て 、－．，．．ニーー．一．ニーニー・ニー．ニー・ニー・，－

○ 自 己 負担 部 分 （4 分 の 1 ）

は寄 附 金 に よ り賄 う こ と 利 用 料 （報 酬 ） か らの償

が原 則 還 を 可 能 とす る　 ※

○ 施 設 の 複 合 化 に 対 応 ニー．小 規 模 複 合 施 設 に 対 す る

定 額 補 助 の 創 設

　　　　　　 u
3　 施設 の地 方 単 独 整 備 ：

　　　　　」
ニー・老 人保 健 福 祉 計 画 等 との○ 基 本 的 に 認 め て い な い

（公 立 施 設 に つ い て 国 庫 負 担 関 係 等 を考 慮 しな が ら認

魂 定 ） め る （公 立 施 設 に つ い て

国 庫 補 助 規 定 に 改 正 ）

　　　　 u4　 建物 の 取 得 ：　　　」

→ 既 設 法 人 が適 所 施 設 を 整

備 す る場 合 は 、 貸 借 可 能

とす る

○ 建 物 は 原 則 自己 所 有

　　　　　 u
5　 他 の 目的 の 施 設 ；

　　　　　口

→ 定 額 補 助 へ 移 行

→ 簡 素 化

　　　 口
か らの 転 用 ：

　　　・」
○ 空 き教 室 か らの 転 用

．老 人 デ イサ ー ビ スセ ン タ

一 等 へ の 転 用 を行 う に 当

た り、 改 築 等 に必 要 な費

用 に 対 して は 、 定 率 補 助　　　　　　・

○ 他 の 社 会 福 祉 施 設 か らの 転

用

．煩 雑 な 財 産 処 分 手 続 き

※委託費の使途制限の緩和についても要検討
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Ⅲ　人材の養成・確保

（1）福祉専門職の教育課程等の見直し

〇　社会福祉士・介護福祉士については、福祉

専門職にふさわしい知識及び技術並びに人間

性を獲得することを目指し、養成の基本的な

あり方を検討し、具体的な教育課程等の内容

を見直す。

〇　社会福祉主事については、社会福祉事業従

事者が基礎的な資質を身に付けることにふさ

わしい養成内容を確立する。

（⊃「福祉専門職の教育課程等に関する検討会」にお

いて、次の事項を検討し、平成I1年2月までに基

本方針をまとめる。

（ア）社会福祉士

・教育課程全体のあり方

・現任研修等卒後継続教育

・福祉系大学の附属実習施設

・地方公共団体などにおける相談援助実習

（イ）介護福祉士

・養成施設における教育課程全体のあり方

．養成施設卒業時の共通試験の推進

・現任研修等卒後継続教育

・訪問介護員（ホームヘルパー）等関連職種

の養成制度との整合性

（ウ）社会福祉主事

・養成体制のあり方

・養成．研修課程全体



、■■

（引　社会福祉主事制度の見直し

社会福祉事業従事者全体の資質の向上を図る

ため、社会福祉主事制度を見直し、社会福祉事

業従事者として必要な基礎的な資質を身に付け

るための制度に改める。

併せて、いわゆる三科目主事については、大

学等での一定の福祉関係科目の履修を必要条件

として、履修水準を引き上げる。

なお、見直しに当たっては、円滑な施行に配

慮し、経過措置を設ける。

〈概要≫

［現　行］

現
行
の
主
事

主
事
で
な
く
て
も
よ
い

福
祉
事
務
所
現
業
員

施
設
長

生
活
指
導
員

H蔓従 そ …
…事 の 妻
‡す 他 妻
至る社 ‡
…者 会 ‡
寺（ 福 蔓
…療 祉 …
妻母 事 …
室等 業 妻
… ） に 妻

．
－，．、－．．・．．・．．・J

上
乗
せ

基
礎
的
な
内
容
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（3）福祉職俸給表の導入

社会福祉事業従事者にふさわしい給与体系を

導入する観点から、福祉職俸給表の導入に向け

た環境整備を行う。

①経緯

…平成2年7月以降、厚生大臣から人事院総裁に

対し、福祉職俸給表の新設を要望

②福祉職俸給表の考え方

〇福祉職俸給表の導入により、福祉職の専門性

が明確にされることから、

・現在の給与表（行（一）＝行政職の給与

表）に比較して、福祉職の実態に見合っ

た適正な給与体系に移行

・福祉職の社会的評価を高め、福祉事業に

必要な優秀な人材を確保

（ア）対象者

‥．国立社会福祉施設等の指導員、寮母、保母等

の職員　　約1千人

給与体系

．・．職階を前提とした行（一）の給与体系ではな

く、専門職にふさわしく扱が少なく、初任給

を一定程度高くする一方、上昇力ーブを緩や

かにする給与体系

（注）地方公共団体、民間社会福祉施設職員等

約50万人

③導入に向けた取組

（ア）人事院

平成10年度人事院報告

○平成11年度に福祉関係職員の新たな俸給

表を設けることの必要性について述べ

る。

O「所要の環境整備が速やかに図られるよ

う、関係者に要請」

（イ）厚生省

平成11年度勧告に向け、所要の環境整備に努

力



◎社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって（追加意見）

（4）社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し

社会福祉事業における良質な人材の長期的、

安定的な確保を図るため、社会福祉事業の中心

的な役割を担う社会福祉法人の職員のための退

職手当共済制度を確立する。

現　　　 行 見　 直　 し　 後

1 制度の性格 ；

■，’ニー一，．－．－・．－．ニーニー」

〇社会福祉事業の中心的な○一定の社会福祉施設 ・事業

に従事する職員を単位とし 役割を担う社会福祉法人

た制度 の職員のための共済制度

2　 対象施設 ・事業の範囲 ；
．－・ニー－．．．ニー．ニー－＿ー・＿・＿．ニー．一．ーニー．J

〇社会福祉法人の経営する〇措置費施設を中心 とした一

定の社会福祉施設 ・事業

社会福祉法人の職員であ

事業

従来の対象施設 ・事業

に加え、

・その他の社会福祉

事業

・老人保健施設等そ
っても対象外の施設 ・事 の他の事業

業に従事する職員は本制 に従事する職員につい

度の対象外 ても加入を可 とする

※公費助成の対象になるの

は、従来の対象施設 ．事

業 （これに相当する施設

．事業を含む）のみ

3　 財政安定制度 ；

0 5 年間の給付費推計を基

礎にした安定的掛金設定

○事業運営安定資金（仮称）

の設置

○なし

4　 支給乗率の適正化 ；

○国家公務員退職手当の支

給乗率に統一

○国家公務員退職手当に準拠

自己都合退職の場合、勤

続年数によっては、国家

公務員退職手当の支給乗

率と異なる場合あ り
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1　地域福祉計画

都道府県、市町村においては、主に以下の点

を目的として、地域福祉計画を策定する。なお、

円滑な施行に必要な準備期問を設ける。

〇サービス基盤の整備を総合的、計画的に推

進

〇権利擁護、苦情解決など適切なサービス利

用を支援する仕組みの整備の促進

〇住民の自主的な活動と公的サービスの連携

①地域福祉計画（社会福祉事業法に位置づけ）の内容

（ア）市町村

○基本理念

○地域住民に供給される福祉サービスの目標量

の確保、サービス供給体制の整備に関する事

項

○情報提供、総合相談、権利擁護等適切なサー

ビス利用を支援する事業の整備に関する事項

〇住民の自主的福祉活動の推進と公的施策との

連携、役割分担に関する事項

○保健・医療．福祉の連携に関する事項

○生活関連分野との連携に関する事項

（イ）都道府県

○一定圏域ごとに供給される福祉サービスの目

標量の確保及び市町村の共同によるサービス

供給体制の整備に関する事項

○人材の確保・養成、高度の専門性を有する相

談窓口の整備、苦情解決や権利擁護の仕組み

等

②計画策定に対する国の支援策

○計画のガイドラインを示す。

○施策の効率的展開を図るための方策を一層進

める。

③既存の計画との関係

．‥地方自治体の判断により、既存の個別計画との

組み合わせも可能とする。



ヰ一声エ甲±重苦■■・・ニトパ■■二二二‾二：

2　福祉事務所

少子・高齢化、業務内容の変化などを踏まえ、

今後、それぞれの地域の実情に応じ、専門機関

としての機能をより効果的かつ効率的に発揮で

きるような行政実施体制を作り上げていく観点

から、地方分権推進計画（平成10年5月29日閣

議決定）等に基づき、福祉事務所の設置・運営

の弾力化、強化を図る。

現　　　 行 見　 直　 し　 後

1 設置基準 ；　　　■
ー）［垂 ］〔）法律により具体的な基準を

規定 ・法定基準を廃止し、ガ

（おおむね人口10万人当たり イドラインにより標準

皿 を示すものとする

2　 職員配置 ；　　　」
ー√＋匝 ］（、⊃現業所員4こつき、被保護世

帯に応じた人員配置を法律 ・現行の基準の定め方及

で規定 びそ¢）内容の妥当性に

ついて再点検の上、標

準化を含め必要な見直

しを行う

3　 職員の資質 ；　　　　．J
→ ［垂 ∃〇社会福祉主事任用資格を持

つ者の大半がいわゆる三村 ・三科目主事制度を見直

目主事 し、現業員の業務にふ

さわしい社会福祉主事

の養成を行う

・職員の相談援助能力を

高める

4　 専任規制 ；　　　」
→ ［垂可○指導監督鱒員革び現業所員

については、その職務にの ・本来業務に支障のない

み従事 しなければならない 範囲で他の関連する業

旨法律で規定 務に従事することがで

きるようにする

　　　　　 u5　広域調整　 ；

→回
　　 目

（都道府県） …
　」

○ 老人、身体障害者 福祉に関

してのみ広域調整 機能を明 ・知的障害者福祉 に係る

記 権限移譲 に伴 い、広域

調整の機能 を強化 する
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3　社会福祉協議会等の活性化

社会福祉協議会など地域福祉を支える仕組み

については、社会環境の変化や事業基盤の強化

の観点から、制度の理念、目的、事業内容など

について見直しを行う。

（1）社会福祉協議会

現　　　 行 見　 直　 し　 後

　　　　 ’1 組 織構成 ．性格 ；　　　　」
（二）社会福祉協議会の性格 を（二）市区町村 ・都道府県社 協

社会福祉事業又は 更生保 明確化

護事業を経営す る者 を中心 ①市 区町村社会福祉協議会

とした事業者組織 地域住民の他、社 会福

祉事業又は 更生保護事 業

を経営す る者、 ボランテ

イア団体、住民参 加型民

問団体な どによ り構成 さ

れ る地域の 公益的 、 自立

的組織

②都道府県社会福祉協議会

社会福祉事業 又は更生

保護事業 を経営 する者の

協議会組織

2　 事業内容　 ‡　　　　　．」

（二）権利擁護 など公益 的な事C ）市区町村 ’都道府 県社協

．社会福祉 を 目的 とす る事 業の追 加

業 に関 する調査、企画、 （D 市区町村社 会福祉 協議会

連絡調整、 普及宣伝 ・情報提供 、総 合相談、

．社会福祉 に関す る活動へ 権利擁護 な どの適 切な

の住民 の参 加のための援 サ ービス利用 を支援す

助

○市 区町 村社協のみ

るための事業 を新たに

追 加

．日常的生活援助 な どの

地域住 民の参 加に よる

事業 に重点化

・社 会福 祉を 目的 とす る事 ②都道府 県社 会福祉協議会

業 の企画、実施 ・研修 、経 営指導 な どの

サービ スの質の向上に

資 する事業の拡充

・情報提 供、総合相談、

権利擁護 な どの事業の

新 たな実施 （市区町村

社協 と共同）



◎社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって（追加意見）

現　　　 行 見　 直　 し　 後
　　　　　 u3　 広域化推進 ；　　　　J

（⊃広域的事業の実施、経常

基盤強化のため、複数の

市区町村を範脚とする社

協の設立を可能とする

（⊃市区町村を単位に設置

　　　　 I4　 経営基盤　 ：　　　　J

0 地域の多様な需要に対応

するための、自主財源の

確保、職員の資質の向上

（二）委託事業中心の財政、人材

（2）民生委員・児童委員

現　　　 行 見　 直　 し　 後

1 基本理念 ；　　　　」

（⊃住 民 の 立 場 に立 った 柏（⊃社会奉仕の精神 をもって保

護指導 談 、援助

2　 性　 格　 ミ　　　　」

〔）民生委 員は無報 酬 とす る〔〕民生委員は名営職 とす る

3　 職務内容　 …　　　　」

〇地域住民 ¢）状 況を的確に（〕常 に調査 を行 い、生活状態

を審 らかにして お くこ と 把握 する こと

〇 保護 を要す る者 を適切 に保 〔〕支援 を必 要 とす る者が、

護指導す ること

（⊃社会福祉施設 と密接 に連絡

地域 で自立 して生活を営

めるよう、必要 な支援を

行う こと

〇他 の関 係機 関 と連携 して

し、その機能 を助け るこ と 住民 の福祉 活動を推進す

等 るこ と　　　　　　　 等

（3）共同募金

現　　　 行 見　 直　 し　 後

1 配　 分　　　 i　　　　　　　・」
ニー．極 垂 ］0 過 半 数 配 分 規 制

・社 会 福 祉 事 業 の 経 営 者 等 ．N P （）、 ボ ラン テ ィア

の 過 半 数 へ の 配 分 義 務

㊤ 広域 的 配 分 規 制

団 体 等 へ の 配 分 を 促 進

す るた め 、 過 半 数 配 分

規 制 を 撤 廃

ーヰ 画 ］
・都 道 府 県 共 同募 金 会 の配 ・区 域 外 配 分 が で き る場

分 は 当 該 区 域 内 に限 定 合 と して 、 大 規 模 災 害

な どを 追 加

2　 事 業 の 透 明 性　 ；　　　　　　　」

（D 配 分 委 員 会 の 設 置 →　 義 務 づ け

・通 知 に よ る設 置指 導

→ 維 持

ー→ 回

桓）公 告

・配 分 の 方 法 、 募 金 の 総

額 、 受 配 者 の 名 称 、配 分

額 等 の 計 画 及 び結 果 公 告

の 義 務

（む広 報 活 動

・共 同 募 金 会 の 自 主的 展 開 ・募 集 、 配 分 の 住 民 へ の

積 極 的 情 報 提 供 の 促 進
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